
福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

戦
没
者
に
黙
と
う
を

お
願
い
し
ま
す

「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」
が
行

わ
れ
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
戦
没
者
を
追

悼
し
、
平
和
を
祈
念
す
る
た
め
の

黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

と　
き　
8
月
15
日
㈮

正
午
か
ら
1
分
間

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当
・

特
別
障
害
者
手
当
な
ど
の
案
内

○
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者
手
当

身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
の

方
、
療
育
手
帳
A
判
定
の
方
、
身

体
障
害
者
手
帳
3
級
と
療
育
手
帳

B
判
定
を
併
せ
て
も
つ
在
宅
の
方

に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。（
た

だ
し
、平
成
20
年
4
月
1
日
以
降
、

身
体
障
害
者
手
帳
や
療
育
手
帳
を

新
た
に
単
独
で
取
得
さ
れ
た
65
歳

以
上
の
方
は
対
象
外
と
な
り
ま

す
。）

手
当
月
額　

・
1
種　

1
万
6
千
100
円

・
2
種　

7
千
円

※
1
種
と
は
、
Ｉ
Ｑ
35
以
下
の
方

で
、
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2

級
の
方
で
す
。
そ
れ
以
外
の
方

は
2
種
と
な
り
ま
す
。

支
給
月　
4
月
・
8
月
・
12
月

○
特
別
障
害
者
手
当

20
歳
以
上
で
、
日
常
的
に
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
方
に

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。
身
体
障

害
者
手
帳
1
・
2
級
程
度
の
障
害

が
2
つ
以
上
あ
る
方
、
Ｉ
Ｑ
35
以

下
で
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級

程
度
の
障
害
が
あ
る
方
、
身
体
障

害
者
手
帳
1
・
2
級
程
度
の
肢
体

不
自
由
の
方
で
常
時
介
護
を
必
要

と
す
る
方
な
ど
が
対
象
と
な
り
、

認
定
に
は
診
断
書
に
よ
る
審
査
が

あ
り
ま
す
。

施
設
入
所
や
継
続
し
て
3
カ
月

以
上
入
院
し
た
場
合
は
資
格
喪
失

と
な
り
ま
す
。

手
当
月
額　
2
万
6
千
440
円（
障

害
の
程
度
に
応
じ
て
加
算
が
あ

り
ま
す
）

支
給
月　
2
月
・
5
月
・
8
月
・

11
月

○
障
害
児
福
祉
手
当

20
歳
未
満
で
、
日
常
的
に
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
方
に

支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。
身
体
障

害
者
手
帳
1
・
2
級
程
度
の
障
害

の
あ
る
方
、
Ｉ
Ｑ
20
以
下
の
方
な

ど
が
対
象
と
な
り
、
認
定
に
は
診

断
書
に
よ
る
審
査
が
あ
り
ま
す
。

施
設
入
所
を
し
た
場
合
は
資
格
喪

失
と
な
り
ま
す
。

手
当
月
額　
1
万
4
千
380
円（
障

害
の
程
度
に
応
じ
て
加
算
が
あ

り
ま
す
）

支
給
月　
2
月
・
5
月
・
8
月
・

11
月

【
各
手
当
共
通
事
項
】

所
得
制
限
に
よ
り
支
給
停
止
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

・
特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福

祉
手
当
・
経
過
的
福
祉
手
当

5
月
〜
7
月
分
を
8
月
8
日
㈮

以
降
に
、
受
給
者
指
定
の
金
融

機
関
に
振
り
込
み
ま
す
。

・
市
障
害
者
扶
助
料

4
月
〜
7
月
分
を
8
月
20
日
㈬

以
降
に
、
受
給
者
指
定
の
金
融

機
関
に
振
り
込
み
ま
す
。

確
認
し
て
お
受
け
取
り
く
だ
さ

い
。

市
民
病
院
事
務
局
1
66
◆

2
2
0
5

入
院
費
用
な
ど
の
支
払
い

は
ク
レ
ッ
ジ
ト
カ
ー
ド
で

7
月
か
ら
、
市
民
病
院
の
入
院

費
用
な
ど
の
支
払
い
は
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
、
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
、
窓
口
で
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

愛
知
県
在
宅
重
度
障
害
者

手
当
の
所
得
状
況
届
を
提

出
し
て
く
だ
さ
い

現
在
、
愛
知
県
在
宅
重
度
障
害

者
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
、
毎
年
、
手
当
を
引
き
続
き
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
確
認
す
る

た
め
、
所
得
状
況
届
を
提
出
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

受
給
者
あ
て
に
郵
送
さ
れ
た
所

得
状
況
届
を
8
月
11
日
㈪
〜
9
月

10
日
㈬
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。な

お
、
税
務
収
納
課
で
の
証
明

手
続
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。直
接
、

福
祉
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

長
寿
課
1
66
◆

1
1
0
5

敬
老
の
日
は
寿
楽
荘
を

開
放
し
ま
す

敬
老
の
日（
9
月
15
日
）
に
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
寿
楽
荘
」を

開
放
し
ま
す
。

60
歳
以
上
の
方
な
ら
ど
な
た
で

も
ご
利
用
で
き
ま
す
。
楽
し
い
1

日
を
お
過
ご
し
く
だ
さ
い
。

無
料
バ
ス
も
あ
り
ま
す
。

と　
き　
9
月
15
日
㈷

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時
30

分

と
こ
ろ　
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

「
寿
楽
荘
」

対　
象　
市
内
在
住
の
60
歳
以
上

の
方

内　
容　
演
芸
大
会（
カ
ラ
オ
ケ
、

民
謡
な
ど
）

※
カ
ラ
オ
ケ
の
申
し
込
み
は
9
月

1
日
㈪
〜
5
日
㈮
ま
で
に
申
込

用
紙（
寿
楽
荘
に
あ
り
ま
す
）

を
寿
楽
荘
へ
。
な
お
、
定
員
に

な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

入　
浴　
ご
自
由
に
お
入
り
く
だ

さ
い
。（
午
前
10
時
〜
午
後
3

時
30
分
）

無
料
送
迎
バ
ス（
定
員
55
人
）

時
刻
表

・
J
A
形
原
支
店
前
発

　

午
前
9
時
10
分

・
蒲
郡
駅
北
口
発

　

午
前
9
時
30
分

・
三
谷
駅
北
口
発

　

午
前
9
時
40
分

・
寿
楽
荘
発　

　

午
後
3
時
30
分

問
合
先　
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

寿
楽
荘
☎
59
◆

7
4
1
1

※
9
月
16
日
㈫
は
振
替
休
日
で
休

館
し
ま
す
。
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